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【風水害】平成 27 年 7 月 16 日前線に伴う大雨（第３報） 

 

平成２７年７月１６日 １９：２５ 

 

・東北地方整備局は平成 27 年 7 月 16 日 15:10 に設置した災害対策支援本部（警戒体制）

を 7月 16 日 19:25 に解除。 

 

（理由） 

・福島県田村市へ派遣していたリエゾン（現地情報連絡員）が帰還したため。 

 

 

・災害対策本部（注意体制）は継続中です。 

 

 

 

 

【風水害】平成 27 年 7 月 16 日前線に伴う大雨（第２報） 

 

平成２７年７月１６日 １５：１０ 

 

・東北地方整備局は平成 27 年 7 月 16 日 15:10 に災害対策支援本部（警戒体制）を設置。 

 

（理由） 

・降雨に伴う被災等の情報収集のため福島河川国道事務所より、福島県田村市に、リエゾ

ン（現地情報連絡員）を派遣したため。 

 

 

・災害対策本部（注意体制）は継続中です。 
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【風水害】平成 27 年 7 月 16 日前線に伴う大雨（第１報） 

 

平成２７年７月１６日 １２：００ 

 

・東北地方整備局災害対策本部は、前線による大雨により平成 27 年 7 月 16 日 12:00 に注

意体制（風水害）を発令します。 

 

（理由） 

・前線に伴う大雨により、１事務所が警戒体制に入り、道路室が注意体制に入ったため。 

 

 


